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遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配

分に関する指針を適用しないパンデミックインフルエンザ事前対策枠組

みに基づく遺伝資源の利用について（通知） 

 

 

 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する

指針（平成29年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告

示第１号。以下「指針」という。）におけるパンデミックインフルエンザ事前対策枠組

みに基づく遺伝資源の利用の取扱いは下記のとおりとするので、御了知の上、貴機関、

貴団体又は管下の関係者に対し周知方よろしくお願いする。 

 

記 

 

 パンデミックインフルエンザ事前対策枠組み（Pandemic Influenza Preparedness 

Framework。以下「PIPF」という。）４．１に定義する、ヒトにパンデミックを引き起こ

すおそれのあるH5N1型等のインフルエンザウイルスに係るPIP生物素材（PIP 

biological materials）の利用であって、次のいずれかに該当する遺伝資源の利用は、

指針第１章第３の２の「遺伝資源の利用であって食料及び農業のための植物遺伝資源に

関する国際条約が適用されるものその他の議定書適用外遺伝資源利用」に該当すること

から、指針を適用しない。 

（1） 世界インフルエンザ監視・対応システム （Global Influenza Surveillance and 

Response System。以下「GISRS」という。）に属する研究機関間で、PIPF附属書

Ⅰに掲げる定型の素材移転契約（Standard Material Transfer Agreement 1

（SMTA1））を用いて移転したもの 

（2） GISRSに属する研究機関から、PIPF附属書Ⅱに掲げる定型の素材移転契約

（Standard Material Transfer Agreement 2（SMTA2））を用いて取得したもの 

 


